
 
 

 
（厚生労働省ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis

ha/service/index_00001.html）より抜粋）  

 

（２）佐世保市の現状  

ア 介護サービス事業所数  

２０２４（令和６）年度の介護サービス事業所の内訳は、以下のとお

りである。  

 

施設サービス  

介護老人福祉施設  20 

介護老人保健施設  10 

介護医療院  4 

居宅介護サービス  訪問介護  53 
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訪問入浴介護  5 

訪問看護  28 

訪問リハビリテーション  6 

通所介護  41 

通所リハビリテーション  35 

短期入所生活介護  32 

短期入所療養介護  21 

特定施設入居者生活介護  31 

福祉用具貸与  21 

特定福祉用具販売  22 

 

地域密着型サー

ビス  

夜間対応型訪問介護  1 

地域密着型通所介護  35 

認知症対応型通所介護  27 

小規模多機能型居宅介護  50 

認知症対応型共同生活介護  63 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護  
5 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護  
8 

複合型サービス (看護小規模多機

能型居宅介護）  
2 

 

居宅介護支援  70 

介護予防支援  10 
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                        合計６００  

（２０２４（令和６）年４月１日現在）  

 

また、２０２４（令和６）年度中の新規指定事業所は２０件、廃止事

業所は２８件となっている。  

イ 指導監督等  

佐世保市では、保健福祉部指導監査課が、介護サービス事業者等に対

する指導監督業務を担っている。市が行う法に基づく指導の実施につ

いては、介護保険施設等指導指針及び佐世保市介護保険施設等指導要

綱に定めるところにより行われている。また、監査については、介護保

険施設等監査指針及び佐世保市介護保険施設等監査要綱の定めるとこ

ろにより行われている。  

介護サービス事業者等に対する指導・監査の内容は以下のとおりで

ある。  

 

（ア）集団指導  

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正

内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく

指導である。年１回以上、一定の場所に集めて講習等の方法で行う

（オンライン会議システム、ホームページ等の活用による動画の配

信等による実施も可）。  

（イ）運営指導  

介護サービスの実施状況指導、最低基準等運営体制指導、報酬請求

指導である。原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも１

回以上、実地にて行う。  

（ウ）監査、勧告、命令、指定の取消等  
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指定基準違反等又は人格尊重義務違反がある場合には、介護サービ

ス事業所へ監査（帳簿書類の提出、関係者への質問、立入検査等）を

行う。指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、

勧告、命令、指定の取消し等を行う。市が行う聴聞及び弁明の機会の

付与の手続きについては、内規として「行政手続法に基づく聴聞及び

弁明の機会の付与に関する規則」がある  

a 集団指導  

佐世保市では、集団指導は、講習会形式にかえてホームページへ

の資料掲載形式にて実施されている。事業者等の確認報告書の提出

をもって、集団指導を受講したものとみなされている。  

２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの実施

状況は以下のとおりである。  
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２０２１（令和３）年度は例年に比べ参加者数(報告書提出数)が４

６１と特に少なかった。指導監査課によれば、報告がなかった事業

者に再度の報告依頼等を行ったが、結果として報告の提出は無かっ

たとのことである。現在、集団指導の受講確認は徹底が図られてお

り、期日までの報告提出がない事業者に対しては、メールにより再

依頼を行い、それでも提出がない場合は、電話・ＦＡＸ等で提出依

頼を行っているとのことである。２０２４（令和６）年度について
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は、集団指導の受講確認未提出の事業者はいなかったとのことであ

る。  

ｂ 運営指導  

佐世保市介護保険等指導要綱によれば、介護保険施設等に対する

運営指導は、  

 

① 原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも１回以上行

う  

② 居宅サービス（居住系サービスに限る）、地域密着型サービス(居

住系サービス又は施設系サービスに限る )又は施設サービスにつ

いては３年に１回以上の頻度で実施に努める  

 

ものとすると定められている。  

佐世保市においては、定められた頻度での運営指導を達成してい

るとのことである。また、新規指定業者については、必要性に照ら

し早期の運営指導を行うことがあるとのことである。  

運営指導の過去５年間における実施状況は、市ホームページ掲載

資料によると、２０２１（令和３）年度が７４件、２０２２（令和

４）年度が７１件、２０２３（令和５）年度が１２０件、２０２４

（令和６）年度が９４件となっている。  

２０２４（令和６）年度の運営指導による指摘・指導事項の件数

等は以下のとおりである。  
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（３）監査・処分等  

監査・処分については、２０２１（令和３）年度に１件・１事業所に対

して行われている。  

ア 監査内容  

２０２１（令和３）年９月、小規模多機能型居宅介護Ａに対し、  

 

① 人員基準違反疑い  
② 人員基準違反に伴う介護給付費の不正請求疑い  

 

で監査がなされた。  
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イ 処分  

２０２２（令和４）年２月１９日、Ａに対し、指定の全部の効力停止

処分（期間６か月）を行った。  

ウ 処分理由  

Ａにおいて、２０２０（令和２）年３月２７日から基準に定められた

介護支援専門員が適正に配置されておらず、この場合、事案発生月の

翌々月から介護給付費を３０％減算して請求しなければならないにも

かかわらず、減算を行わないまま１年半以上にわたり、請求し続けてい

た。  

エ 処分の判断  

介護保険法第７８条の１０第８号及び同法第１１５条の１９第７号

に規定する介護報酬の不正請求が認められ、その期間や代表者等の関

わりも勘案して、指定の全部の効力停止が相当と判断した。  

オ 介護報酬の返還額及び内訳（概算）  

１０５３万円(不正請求分７５２万円、加算金(４０％)３０１万円) 

 

カ 処分までの経過  

 

２０２１（令和３）

年９月２９日から

１０月１日  

対象事業所に対する情報提供を基に監査実施。介

護支援専門員の資格が２０２０（令和２）年３月

２６日までとなっており、資格が有効ではない状

態で業務を継続していた。  

１０月２０日  管理者への２回目の聞き取りを実施  

１２月２４日  聴聞実施。代表者ほか代理人等の出頭は無く、陳

述書等の弁明書等の提出も無く、聴聞を終結した。 
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２０２２（令和４）

年１月１８日  

事業者へ処分通知、報道機関への公表を実施。  

    

なお、対象事業所からは２０２２（令和４）年１月２１日に廃止届が

あり、同年２月２１日をもって廃止となった。  

キ 利用者への対応  

処分通知時点で対象事業所の利用者は７名であった。対象事業所の

建物を利用した新規の地域密着型通所介護事業所が指定を受け、７名

の利用者及び介護職員等を当該新規事業所が引き受けて介護サービス

を提供する形となった。  

  ク 介護報酬の返還状況  

 上記オ記載の介護給付費返還額及び加算金（確定額１３２２万５００

６円）については、Ａの代表者と面談を重ね、返還に向けて折衝を続け

ていたが、事業所を廃止し滞納処分ができる財産が無いことから、２０

２４（令和６）年７月１１日付で執行停止を行い、２０２５（令和７）

年３月１９日付で全額を不納欠損処分とした。  

 

【意見】  

佐世保市が指定事業者等に対して、指定取消処分や指定の効力の停止処分を

行うに当たっては、介護保険法その他関係法令の規定及び解釈を正確に理解し

ておく必要がある。また、これらの処分は行政手続法上の不利益処分にあたり、

同法の適用を受けることから、同法の規定や市の行政手続に関する条例・規則

のほか、判例法理（処分理由の付記の程度など）も含めた解釈を正確に理解し

ておく必要がある。この点、市の職員は定期的に異動があることから、担当課

の職員が必ずしも個別法や行政手続法の規定・解釈に精通しているわけではな

い場合もあり得ると考えられる。 
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もっとも、上記不利益処分は、行政が一方的に事業者等の権利を制限する行

為であるから、行政の恣意的な判断は許されないほか、手続きも公正である必

要がある。これらに不備があれば、処分の取消訴訟、市に対する国家賠償法に

基づく損害賠償請求がなされるおそれもある。  

 したがって、市におかれては、担当課の職員が変わっても常に瑕疵のない行

政手続・処分がなされるよう、上記法令・判例法理のアップデート及び周知等

について、努められたい。  

 

【意見】  

 介護報酬及び加算金１３２２万５０６６円が全額不納欠損処分となった。全

額が未回収というのは深刻な結果と言わざるを得ず、財産調査のタイミングや

方法などに問題が無かったかの検証を行うべきである。改善点については、将

来類似事案が発生した場合に備えて共有、引き継ぎを確実に行うべきである。 

 

  ケ 処分に係る書類一式について  

    監査人は、本件の処分に係る関係書類一式（聴聞調書、処分通知書、

決裁書、資料等）を閲覧し、内容等を確認した。  

 

【意見】  

 聴聞は、公正中立な立場にある者が主宰することが必要であるとの考えから、

行政手続法第１９条第２項に、聴聞の主宰者となりえない場合（除斥）が規定

されている。これに違反した場合には不利益処分の効力に疑義が生じる可能性

がある。本件の聴聞に関する決裁書には、聴聞主宰者の選定について、公平性

の観点から監査に直接携わる指導監査課及び長寿社会課職員からは選任せず、

保健福祉政策課からの選任が妥当であると判断した旨の記載がなされていた。

もっとも、当該職員が行政手続法第１９条第２項の除斥事由に該当していない
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ことについては明記されていなかった。当該職員が除斥事由に該当していない

かについても書面等により確認の上、選定すべきである。  

 

【意見】  

本件処分に関する決裁書には、処分通知書を当事者に交付する際、「受領書」

を徴収する旨記載されていた。この受領書の有無について担当課に確認したと

ころ、受領書は無いが処分通知書を事業者に手渡ししたことが分かる対応記録

がある、とのことであった。  

不利益処分の理由の提示は法定の手続きであり（行政手続法第１４条）、処分

通知書は当事者の権利利益を保護し不服申立てのための便宜を与えるための

重要書面である。また、原則として、当事者が処分通知書を受領した日の翌日

が不服申立て期間の起算日となることから、当事者が処分通知書を受領したか、

いつ受領したかは重要な情報である。したがって、当事者に直接処分通知書を

交付した場合は、確実に受領書を徴収することを徹底すべきである。  

 

【意見】  

聴聞調書には、聴聞への出席者がなかったこと、及び出頭しなかったことに

ついて正当な理由がないことにつき行政庁から当事者本人に電話確認済みと

の報告があった旨の記載がなされていた。もっとも、「正当な理由がない」とい

う評価の根拠となる具体的事実（当事者の供述等）は記載されていなかった。

佐世保市行政手続条例第２３条第１項により聴聞を終結する場合は、当事者が

出頭しなかったことに正当な理由がないことが要件となっているが、具体的事

実によっては、それが正当な理由にあたるか否か争いとなる余地がある。よっ

て、当事者と電話によるやり取りがなされた場合は、その内容を電話録取書な

どに記録しておき、その具体的事実を聴聞調書に記載するか、少なくとも調書

と一体のものとして保管すべきである。  
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５ 介護相談員派遣事業  

（１）概要  

介護施設等におけるサービスの質の向上を図るため、施設を訪問し、

入所者から不安や不満、要望等を聴き、施設に伝え、その解消を図る「介

護相談員」を養成するとともに、介護相談員で組織するボランティア団

体「させぼ介護相談員虹の会」に対する支援を行うもの。佐世保市は虹の

会に補助金を交付している。  

（２）佐世保市の現状  

ア 介護相談員  

介護相談員は、養成研修を受講したボランティアで構成されている。

新規応募者は佐世保市が実施する養成研修を受講する（年１回実施）。

活動期間１年以上の相談員は、年１回地域作り連絡会開催の研修に参

加している。  

２０２４（令和６）年度で「させぼ介護相談員虹の会」に登録してい

る介護相談員は、２６名（男性３名、女性２３名）となっている。２０

２０年（令和２年）度から２０２４年（令和６）年度の介護相談員の人

数は下記の表のとおり推移しており、近年は減少傾向である。  

 

 

令 和 ２

年度  

令和３  

年度  

令 和 ４

年度  

令 和 ５

年度  

令 和 ６

年度  

３０名  ３２名  ３１名  ２８名  ２４名  

      

    また、２０２４（令和６）年度の相談員の平均年齢は７３.１６歳と

なっている。  

介護相談員の施設訪問実績は、２０２０（令和２）年度は訪問なし、
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２０２１（令和３）年度は３１回、２０２２（令和４）年度は１１７回、

２０２３（令和５）年度は１８６回、２０２４（令和６）年度が３０３

回となっている。訪問方法は現地とＷＥＢである。  

イ 受け入れ施設  

介護相談員の受入施設は、２０２５（令和７）年４月１日現在で計２

９施設となっていたが、その後、うち６施設が受入休止となっている。  

ウ 実績  

目標値としては、２０２１（令和３）年度から２６施設と設定してい

る。  

実績としては、２０２１（令和３）年度が６施設、２０２２（令和４）

年度が６施設、２０２３（令和５）年度が２３施設、２０２４（令和６）

年度が２２施設であった。施設側の業務繁忙のため受け入れ体制が整

わなかったことや、新型コロナウイルスにより従来の方法での訪問が

できなくなったことから、目標と実績が乖離したとのことである。  

なお、担当課によれば、新型コロナウイルスによる暫定的な措置とし

てやむを得ずリモートでの訪問活動を行っていたが、リモート訪問は

対象となる利用者が限られることや職員が傍にいなければならないと

いう課題があること、また介護相談員の活動理念からも現地訪問が望

ましいことから、今後はリモート訪問から全施設が現地訪問で実施す

るよう考えているとのことである。  

 

【意見】  

 佐世保市内の入所施設数１７９施設に対して、介護相談員受入施設は２３施

設にとどまっている。介護相談員は、入所者から、不安や不満・施設に直接言

いづらいことなどを聴き取るほか、実際に施設を訪問し五感を使って利用者の

声なき声を拾い上げ施設に伝える等して、利用者と施設との橋渡しを行う役割
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を担う。これは介護施設等のサービス向上に直接つながる重要な事業である。

したがって、より多くの施設に介護相談員が訪問できることが望ましい。しか

しながら、担当課によると、介護相談員の人数は年々減少しており、また登録

している会員にも高齢の方も多くおられるところ、介護相談員は自主的なボラ

ンティア活動であることから一人あたりの訪問に限りがあり、訪問施設を増や

せない状況であるとのことである。  

 訪問施設を増やせるよう、介護相談員（特に若い世代の方）を増やすべく、

広報等について取り組んでいただきたい。  
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第６ 生きがいづくりと社会参加の促進 

１ 生きがいづくり・地域活動の促進 

（１）老人福祉センターと老人憩いの家  

ア 概要  

老人福祉センターは、生活及び健康に関する相談に応じ、適切な援助、

指導を行う機能を有しながら、教養娯楽室や浴場などがあり、教養講

座、趣味の教室等の事業を行い、高齢者の健康増進、教養の向上等を総

合的に提供している施設で、社会福祉協議会が運営している「やすらぎ

荘」と「あたご荘」がある。  

また、老人憩いの家も同様の趣旨で提供を行う（相談窓口を除く）も

ので、市が管理者を指定し運営している「いでゆ荘」があるが、「いで

ゆ荘」については、近年利用者が減少傾向にある。  

イ 今後の方針  

当面は、施設の改修など適切な管理運営に努めることにより、高齢者

の仲間づくりや憩いの場としての機能を維持していく。  

ウ 実績等  

 

 

 

（２）老人クラブ  

ア 現状と課題  

老人クラブは、市内各地域において組織され、仲間づくりや健康づく
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り活動、趣味などの文化活動、地域での奉仕活動などさまざまな活動が

行われており、係る活動に対して支援を行っている。  

老人クラブのクラブ数・会員数は、全国的に減少傾向にあり、佐世保

市においても、クラブ数・会員数ともに年々減少している。２０２３

（令和５）年９月末現在のクラブ数は１８４、会員数は９３００人で６

０歳以上の方の加入率は約１０％となっている。１０年前と比べると、

クラブ数は８２クラブ、会員数は約６１００人、加入率は約７ポイント

の減少である。  

イ 今後の方針  

３人に１人が高齢者という社会を迎え、心豊かな明るい社会を実現

するため、多方面において豊かな能力を活かし、高齢者がこれまでに培

ってきた知識や経験を世代間の交流を通じて、次の世代へ伝えていく

ことが必要である。老人クラブ活動を活性化させ、高齢者福祉の増進や

地域貢献を推進するためにも、今後も引き続き支援を行っていく。  

ウ 実績等  

老人クラブの構成人数等は以下のとおりである。  
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佐世保市老人クラブ連合会の会員割合は以下のとおりである。  
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【意見】  

佐世保市のみならず、全国的にも老人クラブの会員数は減少傾向にあるが、

近年、高齢者の活動も多様化しており、老人クラブのほかに活動の選択肢が増

えてきたことが一因と推測される。また、老人クラブの活動が、現在の高齢者

のニーズにマッチしていない可能性も考えられる。老人クラブの活性化を目標

に掲げているが、具体的な取り組みは補助金交付に見合った効果が挙げられて

いるかも判然としない。市としても補助金交付の継続のみを前提とするのでは

なく、活動内容の多様化や他の地域活動との連携を促進しつつ、支援の在り方

について再検討していただきたい。  

 

（３）生涯学習  

ア 現状と課題  

心身の健康保持のため、健康や生活などについての学習の場、仲間づ

くりの場としてコミュニティセンターでの主催講座を開催している。

また、高齢者の生きがいづくりと世代間交流の観点も踏まえ、培った技

能や知識を学習成果として地域社会に還元する生涯学習ボランティア

への支援も行っている。  

加えて、高齢者の社会参加が可能となるためにも、活発な地域活動が

図られるように町内会へ支援を行っている。  

イ 今後の方針  

高齢者が心身ともに元気で豊かに過ごしていくため、地域活動の拠

点であるコミュニティセンターにおいて、引き続き高齢者対象の講座

開催に努める。  

また、高齢者が長年培ってきた、さまざまな技能や知識を発揮できる

場として「生涯学習ボランティア」への講師登録や各種情報提供、さら

には、子どもたちの豊かな育みに直接的に関わる「地域学校協働活動」

─ 286 ─



 
 

や「放課後子ども教室」などへのボランティア活動を支援するなど、高

齢者の生きがいづくりと世代間交流の観点も踏まえて、引き続き促進

に努める。  

ウ 実績等  

佐世保市は、以下のような事業を展開している。なお、各事業の対象

者等を高齢者に限定しているわけではない。  

 

 
     内容の詳細は以下のとおりである。  
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